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知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
へ「
被
保
険
者
証
」・

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」更
新
に
つ
い
て

▼
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
証
が
８
月
に
更
新
さ
れ
ま

す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
の
色
は

黄
色
で
、
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
令
和
２
年
７
月
31
日
で
す
。

毎
年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯
及
び

前
年
中
の
所
得
状
況
を
も
と
に
医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
（
１
割
又

は
一
定
以
上
所
得
の
あ
る
方
は
３

割
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
ご

自
身
の
負
担
割
合
は
、
被
保
険
者

証
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　

令
和
元
年
度
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
、
入
院
又
は
高
額

な
外
来
医
療
を
受
け
る
際
に
、
医

療
機
関
や
薬
局
へ
被
保
険
者
証
と

併
せ
て
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
窓
口
で
の
自
己
負

担
額
や
入
院
時
の
食
事
代
な
ど
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

▼
認
定
証
を
現
在
お
持
ち
の
方

　

更
新
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
７
月
下
旬
に
新
し
い
認
定
証
を

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

▼
新
た
に
認
定
を
希
望
さ
れ
る
方

　

認
定
申
請
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
も
し

く
は
通
知
カ
ー
ド
（
カ
ー
ド
の

持
参
及
び
番
号
の
記
入
が
な
く

て
も
受
付
い
た
し
ま
す
。
）

■
申
請
、
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-
２
１
１
２

お
知
ら
せ　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
認
定
を
受
け

る
た
め
に
は
、
８
月
中
に
更
新
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
規
で
交
付
を
受
け
る

に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
認
定
証
が
必
要
な
方
は
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
認
定

証
は
申
請
を
行
っ
た
月
の
初
日
か

ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
者

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
70
歳
未
満
の
方

・
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
世

帯
主
及
び
被
保
険
者
全
員
が
住

民
税
非
課
税
の
方

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
も
し

く
は
通
知
カ
ー
ド
（
カ
ー
ド
の

持
参
及
び
番
号
の
記
入
が
な
く

て
も
受
付
い
た
し
ま
す
。
）

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ　

保
険
料（
税
）の
納
付
に
つ
い
て

　

令
和
元
年
度
の
「
国
民
健
康
保

険
税
納
税
通
知
書
」
、
「
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
、

「
介
護
保
険
料
納
付
通
知
書
」
は

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

納
付
書
が
同
封
さ
れ
て
い
る
方

は
、
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
や
、
口
座

振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

納
付
書
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
４
、
６
、
８
月
は
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
て
い
て
も
、10
月
以

降
、
納
付
書
払
い
に
切
り
替
わ
る
な

ど
、
年
度
途
中
に
納
付
方
法
が
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
通

知
書
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ　

国
民
健
康
保
険
税
旧
被
扶
養
者

の
減
免
制
度
変
更
等
に
つ
い
て

　

被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ

り
、
被
扶
養
者
だ
っ
た
65
歳
以
上
の

方
は
、
申
請
に
よ
り
75
歳
に
な
る
ま

で
減
免
措
置
が
あ
り
ま
し
た
。
今

年
度
か
ら
は
、
所
得
割
は
引
き
続

き
全
額
免
除
、
均
等
割
及
び
平
等

割
は
、
国
保
加
入
日
の
属
す
る
月

か
ら
２
年
間
半
額
と
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
29
年
４
月

以
前
に
国
保
に
加
入
後
減
免
さ
れ

て
い
た
方
は
、
今
年
度
以
降
の
均
等

割
及
び
平
等
割
に
つ
い
て
は
、
旧
被

扶
養
者
減
免
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
、
国
保
税
算
定
の
根
拠

等
に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

無
料
法
律
相
談
の
お
知
ら
せ

　

８
月
３
日
は
「
司
法
書
士
の
日
」

で
す
。
こ
れ
を
記
念
し
、
高
知
県

司
法
書
士
会
で
は
無
料
法
律
相
談

会
（
予
約
不
要
）
を
開
催
し
ま
す
。

　

不
動
産
の
相
続
や
売
買
、
会
社
設

立
等
の
登
記
、
借
金
や
成
年
後
見
、そ

の
他
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、皆
様

の
様
々
な
ご
相
談
に
司
法
書
士
が
お

答
え
し
ま
す
。是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　

８
月
３
日
（
土
）  

10
時
～
13
時

▼
会
場

　

「
ち
よ
り
街
テ
ラ
ス
」

　

高
知
市
知
寄
町
２-

１-

37

　

「
高
知
市
中
山
間
地
域
構
造
改

善
セ
ン
タ
ー
」 

高
知
市
鏡
小
浜
８

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
司
法
書
士
会
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー

☎
０
８
８-

８
２
５-

３
１
４
３


